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特別推進研究助成金・特色ある教育研究・学部共同研究費 共通  

Ⅱ 執行手続きについて 

 

1. 物品購入 

 

 

 

 大学（物品の場合は管財課、図書の場合は図書館事務課）が調達いたします。 

研究者による業者への直接発注はできません。 

 

 

 

１－1. 手続き及び必要書類について 

 

プロ

セス 

手順 必要書類 

購入

依頼 

１ 
研究者が「購入依頼書」を記載し、研究開

発推進機構事務課へメールで提出する※ 
・様式 A-1「購入依頼書」 

２ 
管財課または図書館事務課が見積書（原則

2社以上）を取得する 
 

納品

～ 

引渡 

３ 
管財課より、最も安価な価格を提示した業

者へ発注する→管財課へ納品・検収 
 

４ 
研究開発推進機構事務課が管財課より物品

を引き取り、内容を確認する 
 

５ 
研究開発推進機構事務課より研究者へ納品

の連絡をする 
 

６ 
研究者は物品を受領し、「購入依頼書」の受

領欄に押印をする 
・様式 A-1「購入依頼書」 

支出 ７ 本経費を支出する  

 

※古書購入については、商品の流通が激しいため購入依頼書を提出する前に、研究者より

古書店に連絡して取り置きをしてください。取り置きをした場合は、購入依頼書の備考欄

に、①取り置きをしている旨、②取り置き書店名、③先方の担当者名を記載してください

ますようお願いいたします。 
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※たまプラーザキャンパス所属の研究者については、学内便（月／水／金）を利用して物

品や書類の授受を行います。 

 

１－2. 物品購入に関する注意点について 

 

 什器類をはじめ事務用品及び日用品等の研究機関で備えておくべき物品や、研究との

関連性がない物品を当該研究費で購入することはできませんので、ご注意ください。 

 

 購入した物品類について対象となる研究課題以外の研究に使うことは目的外使用にな

り認められません。 

 

 研究期間は当該年度を対象としております。よって、当該年度を超える範囲のものに

ついては、支出することはできません。 

（例）3年間利用可能なウィルス対策ソフトを購入することはできません。 

 

 物品等の購入にあたっては、年度末に集中して行うことや同一物品を不自然に大量に

購入することは、ずさんな研究計画の立案、無理な予算消化等と第三者から誤解を受

けかねませんので予算の執行は計画的に行うようご留意ください。 

 

 当該研究費で購入した物品の修理は可能です。ただし、状況に応じて個別に判断いた

しますので、事前に研究開発推進機構事務課までお問い合わせください。 
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2. 旅費 

 

 

 

 出張する場合は事前に書類の提出及び学長の承認が必要です。 

 出張の日当は支給対象外です。 

 稟議に時間を要しますので国内旅費については出発日の 3週間前、国外旅費について

は 1か月前までに書類をご提出くださいますようお願いいたします。 

 チケットの手配は、迅速な納品や急な計画変更時の対応等の利便性に鑑み、原則とし

て研究開発推進機構事務課から生協へ発注をいたします。 

 

 

 

2－1 手続き及び必要書類について 

プロセス 手順 必要書類 

出張前 

１ 

研究者が本学生活協同組合で、航空券・乗

車券・特急券・レンタカー代・宿泊費等の

見積を依頼する 

 

２ 
生協より、研究者及び研究開発推進機構事

務課へ見積書（データ）がメールで届く 
 

３ 

研究者は、見積書を基に、①出張願（兼旅

行届）、②出張計画書、③旅費計算書を作成

する 

・様式 B-1 

「出張願（兼旅行届）」 

・様式 B-2「出張計画書」 

・様式 B-3「旅費計算書」 

・見積書 

４ 
研究者は、上記①～③の書類と、④見積書

を研究開発推進機構事務課へ提出する 
 

５ 稟議 → 人事課 → 学長による承認  

６ 
研究開発推進機構事務課より生協へ発券依

頼をする 
 

７ 
生協より研究開発推進機構事務課へチケッ

トが納品になる 
 

８ 
研究開発推進機構事務課より、研究者へチ

ケットを引き渡す 
 

９ 本経費を支出する  

出張中 １０ 出張する  
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出張後 １１ 
帰着後１０日以内に、研究開発推進機構事

務課へ出張報告書を提出する 

・様式 B-5「出張報告書」 

・（生協以外で手配したものに

ついては、チケットの半券や

宿泊証明書等） 

 

2－2 宿泊費の単価について 

 「旅費及び謝金の算出基準について（別表）」をご参照ください。 

 

2－3 旅費に関する注意点について 

 チケットの手配は、迅速な納品や急な計画変更時の対応等の利便性に鑑み、原則とし

て生協へ発注をいたします。生協で手配することができない等、やむを得ない事情が

ある場合に限り、生協以外でチケット類を手配することが可能です。（乗船券や海外出

張時の現地交通費等）。事前にその旨研究開発推進機構事務課へ相談するとともに、「出

張計画書」と「旅費計算書」にその旨をご記入ください。 

 

 上述の場合は、出張後、証憑書類の提出を以て精算いたします。帰着後速やかに領収

証等の証憑書類をご提出ください。なお、海外出張の精算の際は換金時のレートが分

かる資料を合わせてご提出ください。 

 

 生協でチケット類を手配した場合は、出張後チケットの半券等の提出は不要です。た

だし、生協以外でチケット類を手配した場合は、手配内容の確認のため、出張後にチ

ケットの半券や宿泊証明書の提出が必要です。 

 

 研究会等で学外者を招聘する場合や研究協力者（大学院生等）を出張に同行する場合

で、旅費や謝金を支出する場合は、本学のルールに準拠した取り扱いを検討いたしま

すので、事前に研究開発推進機構事務課までご相談ください。 

 

 自己都合によるキャンセル料は支出することができません。但し、やむを得ない事情

により発生したキャンセル（急病や事故等）については個別の事情により検討いたし

ますので、すみやかに研究開発推進機構事務課までご相談ください。 
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3．謝金 

 

 

 

 アルバイト謝金や研究会の講師、翻訳作業等、専門的な知識の提供に対して謝金を支

出することができます。 

 

 

3－1 手続き及び必要書類について 

 

A．アルバイト謝金の場合 

アルバイトの雇用にあたっては、研究者自身が責任をもって業務管理・勤務管理を行うこ

とが求められます。研究者が管理できない状況（自宅での勤務等）での勤務は認められま

せん。 

 

A－1 アルバイト謝金：手順及び必要書類について 

プロセス 手順 必要書類 

雇用開始

前 
１ 

研究者（アルバイト管理者）よりアル

バイト者に対し「研究補助等雇用申請

書」を作成し計画を立て、アルバイト

者より承諾を受ける 

・様式 C-1「研究補助等雇用申請書」 

・様式 C-2 

「作業従事者（個人）に関する調書」 

・時間割表等※ 

・アルバイト者の口座情報（通帳表紙

もしくはキャッシュカードのコピー） 

雇用開始 ２ 
雇用を開始する 

 
 

毎回の 

勤務時 
３ 

毎回の勤務終了時、出勤表に勤務内容

を記録する 
・様式 C-3 「作業従事者出勤表」 

月末 

４ 

アルバイト者は出勤表下部分の「作業

従事者記入欄」を記載し押印、研究者

は「研究者記入欄」を記載し押印する 

・様式 C-3 「作業従事者出勤表」 

５ 
研究者が出勤表を研究開発推進機構事

務課へ提出する 
・様式 C-3 「作業従事者出勤表」 

６ 本経費を支出する  

 

※学生・大学院生については、授業時間とアルバイト時間の重なりを確認するため、時間

割表をご提出ください。 
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※事務局によってアルバイト者の勤務状況の確認を行う場合がありますので、ご協力をお

願いいたします。 

 

A－2 アルバイト謝金：単価について 

「旅費及び謝金の算出基準について（別表）」をご参照ください。 

 

B．専門的知識提供謝金の場合 

 

研究会の講師、翻訳作業等、専門的な知識の提供に対して、謝金を支出することができま

す。 

 

B－1 専門的知識提供謝金：手順及び必要書類について 

プロセス 手順 必要書類 

着手前 事前に研究開発推進機構事務課に相談する 
・（必要に応じて、様式 D-1

「理由書・計画書」） 

事後 

「専門的知識・技術提供等謝金支出申請書」を

研究開発推進機構事務課へ提出する 

・様式 C-4「専門的知識・技

術提供等謝金支出申請書」 

・（必要に応じて証憑書類） 

本経費を支出する  

 

B－2 専門的知識提供謝金：単価について（参考） 

「旅費及び謝金の算出基準について（別表）」をご参照ください。 

 

3－2 謝金に関する注意点について 

 公的機関に勤務されている方に対して謝金をお支払する場合は事前にご相談ください。 

 

 

 

 

 印刷物の作成やデータ入力作業の業者委託の費用についても、支出することが可能で

す。物品購入、旅費、謝金以外の計画がございましたら、事前に研究開発推進機構事

務課までご相談ください。 
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4．その他 

 

4－1 印刷物を作成する場合 

管財課で複数の業者より見積を取ります。手続き及び必要書類は次の通りです。 

 

プロセス 手順 必要書類 

印刷依頼

書提出 

１ 
印刷依頼書を研究開発推進機構事務課

へ提出する 
印刷依頼書 

２ 
研究開発推進機構事務課から管財課へ

同依頼書を提出する 
 

見積説明

会開催 

３ 見積説明会を実施する 

印刷物の概要（ページ数、サ

イズ紙質、部数、入校方法、

校正回数等）を記す書類 

４ 
管財課による見積書（2 社以上）の取得

→業者決定 
 

入稿 ～ 

完成 

５ 
研究開発推進機構事務課から研究者へ

採択業者をお知らせする 
 

６ 
研究者より採択業者へ入稿→校正→校

了→完成 

※納品日が分かりましたら研

究開発推進機構事務課へお知

らせください。 

７ 納品  

８ 

研究開発推進機構事務課にて検収 

（記録のため最低 1 部献本いただきま

す） 

 

支出 ９ 本経費を支出する  

 

 

 

4－2 業者へ作業委託をする場合 

アンケート入力作業、翻訳作業、マイクロフィルムデジタル化作業等の作業委託費を研究

費で支払うことが可能です。詳細は研究開発推進機構事務課までお問い合わせください。 

 

4－3 その他 

上述した支出の他、研究計画に関連する学会参加費等も支出することが可能です。 

支出可能な内容と主な提出書類については、以下の通りです。なお、提出書類については

内容に応じて個別にご案内いたしますので、事前にご相談ください。 
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内容 主な提出書類 

学会参加費 

・申込手続き資料 

（インターネットの申込画面のプリントアウト等、金額や内容が分か

る資料が望ましい） 

・領収証（領収証が発行されない場合は、領収証に代わる書類） 

・当該学会に関する資料 

（HPをプリントアウトした資料、学会当日のプログラム等） 

文献複写代 

・領収証やレシート 

・複写した文献資料名を記載した書類 

・サンプルとして複写した資料の一部分（始めと終わりのページ等） 

 


